
令和４年11月定例会

厚 生 委 員 会 資 料

（ 保 健 所 ）





（秋田市保健所）

請願・（陳情） 令和４年11月市議会定例会提出分 （新規）・継続

受理 受 理
件 名 請願・（陳情）者名

番号 年月日

安全安心の医療・介護を実 住所

72 令和４年 現するための人員増と処遇改

10月５日 善に関する意見書の提出につ 氏名

いて

請願・（陳情）の要点 左 に 対 す る 措 置 等

下記事項について、国会及び関係行政庁

に対して意見書を提出してくださるよう陳

情いたします。

記

１ 安全安心の医療・介護を実現するた

め、医師、看護師、介護職員などの配置

基準を抜本的に見直し、大幅に増員する

こと。また、安定した人員確保のために

も、ケア労働者の賃上げを支援するこ

と。

２ 医療や介護現場における「夜勤・交代

制勤務」に関わる労働環境の抜本的な改

善のため、労働時間の上限規制や勤務間

インターバルの確保、夜勤回数の制限な

ど、労働環境改善のための規制を設け、

実効性を確保するための財政的支援を行

うこと。また、夜勤・交代制勤務の労働

者の週労働時間を短縮すること。加え

て、介護施設や有床診療所などで行われ

ている「１人夜勤体制」をなくし、複数

人夜勤体制とすること。

３ 自然災害や新たな感染症に備えるた

め、公立・公的病院の拡充及び機能強

化、保健所の増設など、公衆衛生体制を

拡充すること。

４ 患者・利用者の負担を軽減すること。
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（秋田市保健所）

請願・（陳情） 令和４年11月市議会定例会提出分 （新規）・継続

受理 受 理
件 名 請願・（陳情）者名

番号 年月日

医療、介護、保育、福祉な 住所

73 令和４年 どの職場で働く全ての労働者

10月５日 の大幅な賃上げに関する意見 氏名

書の提出について

請願・（陳情）の要点 左 に 対 す る 措 置 等

下記事項について、国会及び関係行政庁

に対して意見書を提出してくださるよう陳

情いたします。

記

１ 医療、介護、保育、福祉などの現場で

働く全ての労働者を対象とした賃上げ補

助について、全額国庫負担で事業所や施

設に対する支援を行うこと。

２ 医療の現場で働く労働者の賃金につい

ては、経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）加

盟国の平均以上の水準になるよう対策を

講じること。

３ 介護、保育、福祉などの現場で働く労

働者の所定内賃金を、全産業平均の水準

になるよう対策を講じること。
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厚 生 委 員 会 資 料 

令和４年１２月１３日  

                             保 健 所 保 健 総 務 課 

 

「第２次健康あきた市２１～最終評価～」（最終評価報告書原案）について 

 
１ 概要 

平成２５年度から開始した「第２次健康あきた市２１」は、令和３年度に計画期間を１年延

長し、令和５年度までの１１年間にわたり推進することとしているが、本計画の上位計画であ

る国の「健康日本２１（第２次）」において、目標設定後１０年を目処に最終評価を行うこと

とされていることから、今年度最終評価を実施し、健康あきた市２１推進会議（以下、「推進

会議」という。）での議論も踏まえて報告書を作成するもの。 

 
２ 最終評価過程 

 
 
 

 

 

 

３ 最終評価結果の概要 

別紙参照 

 

４ 今後のスケジュール  
実施時期 実施内容 

令和５年 

２月 ・第３回推進会議の開催（報告書案の決定） 

３月 
・厚生委員会（報告） 
・最終評価報告書完成、公表 

 
参考：第２次健康あきた市２１の目的等 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施時期 実施内容 

令和３年 11 月～12 月 ・市民健康意識調査の実施 

令和４年 

７月 ・第１回推進会議の開催（評価方法の決定） 

９月 ・推進会議委員による総合評価案のとりまとめ 

11 月 ・第２回推進会議の開催（報告書原案の協議） 
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【別紙】 

 

最終評価結果の概要 

 

１ 健康目標の達成状況 

  健康水準の向上や生活習慣病の死亡率改善の指標となる「健康目標」の達成状況は次のとお

り。 

   
※達成状況の詳細は、報告書１８～１９ページ参照 

 

■数値指標の評価と判定基準■ 

◎：目標として設定した状態を達成しているもの 

○：目標に向けて改善がみられ、その度合いが大きいもの 

△：目標に向けて改善がみられるものの、その度合いが小さいもの 

×：改善がみられなかったもの 

 

■傾向指標の評価と判定基準■ 

上向き：目標として設定した状態に向かって前進しているもの 

横ばい：どちらともいえないもの 

下向き：後退しているもの 
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２ 重点分野別目標の達成状況と重点分野別の総合評価 

 (1) 生活習慣病の発症や予防に関する基本要素となる「重点分野別目標」の達成状況は次のと

おり（評価方法は健康目標と同じ）。 

   
※達成状況の詳細は、報告書２４～５８ページ参照 

 

(2) 重点分野別目標の達成状況と後期期間（平成２９年度～令和３年度）における事業実績を

基に、推進会議において行った重点分野別の総合評価は次のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

■重点分野別総合評価の判定基準■ 

Ａ：概ね達成されている。 

Ｂ：目標は未達成な部分もあるが、目標を達成するための事業が実施されている。 

Ｃ：目標は未達成であり、事業実施も十分とはいえない。 

重点 

分野 

栄養・ 

食生活 
身体活動 

こころの

健康づくり 
たばこ アルコール 

歯・口腔の

健康 

健診 

(検診) 

総合 

評価 
Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ 

- 7 -


